
押
印
見
直
し
で
手
続
き
を
も
っ
と
簡
単
に
！

９
割
の
手
続
き
が
押
印
不
要
！

市
で
は
、
手
続
き
を
す
る
人
の
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、
申
請
書
な
ど
の
押
印
の

見
直
し
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

４
月
１
日
時
点
で
、
押
印
無
し
で
手
続

き
可
能
な
も
の
が
３
１
５
１
種
類
、
押
印

が
必
要
な
手
続
き
が
１
２
９
種
類
と
、
９

割
以
上
が
押
印
無
し
で
手
続
き
で
き
ま

す
。

◉
見
直
し
の
例
外

・�

押
印
す
る
こ
と
が
法
令
な
ど
に
定
め
ら

れ
て
い
る

・
登
記
印
ま
た
は
登
録
印
が
必
要

・�

高
齢
者
や
障
が
い
者
へ
の
配
慮
を
要
す

る
◉
注
意
点

　

押
印
無
し
で
手
続

き
で
き
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、
申
請
者

の
署
名
が
無
い
場
合

に
は
、
申
請
者
の
意

思
確
認
の
た
め
、
申

請
者
の
押
印
が
必
要

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ

い

◎
問
い
合
わ
せ　
総
合
政
策
課　
☎
23
－
７
１
６
１

総
合
政
策
課

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
申
出 

な
ど

契
約
課

競
争
入
札
参
加
資
格
申
請　
な
ど

危
機
管
理
課

災
害
救
助
資
金
融
資
申
請　
な
ど

市
民
課

印
鑑
登
録　
な
ど

資
産
税
課

未
登
記
家
屋
納
税
義
務
者
変
更
届　
な
ど

福
祉
課

災
害
援
護
資
金
借
用　
な
ど

農
政
課
・
農
業
委
員
会
事
務
局

農
地
中
間
管
理
機
構
に
関
す
る
手
続
き 

な
ど

畜
産
課

肉
用
肥
育
素
牛
購
入
資
金
借
入
申
請 

な
ど

住
宅
施
設
課

市
営
住
宅
入
居
の
手
続
き　
な
ど

住
宅
を
省
エ
ネ
や
耐
震
な
ど
の
た
め
に

改
修
し
た
場
合
、
条
件
を
満
た
す
こ
と
で

翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税
を
減
額
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　
　
◎
問
い
合
わ
せ　
資
産
税
課

☎
23
－
２
１
２
４

工
事
種
別
・
床
面
積
・
家
屋
の
要
件
・

工
事
費
の
要
件（
４
月
１
日
以
降
改

修
分
）

省
エ
ネ
改
修

１
戸
当
た
り
40
平
方
㍍
以
上
２
４
０
平
方

㍍
ま
で

平
成
26
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
建
つ
住
宅

※
賃
貸
住
宅
を
除
く

工
事
費
が
補
助
金
な
ど
を
除
き
60
万
円
を

超
え
る
も
の

耐
震
改
修

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
建
つ
住
宅

工
事
費
が
補
助
金
な
ど
を
含
め
50
万
円
を

超
え
る
も
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

１
戸
当
た
り
40
平
方
㍍
以
上
２
４
０
平
方

㍍
ま
で

新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
経
過
し
た

住
宅
で
、
65
歳
以
上
の
人
や
要
介
護
・
要
支

援
認
定
者
、
障
が
い
者
が
居
住
す
る
住
宅

※
賃
貸
住
宅
を
除
く

工
事
費
が
補
助
金
な
ど
を
除
き
50
万
円
を

超
え
る
も
の

長
期
優
良
住
宅
化
改
修

耐
震
改
修
ま
た
は
省
エ
ネ
改
修
工
事
に

よ
っ
て
長
期
優
良
住
宅
の
認
定
を
受
け
て

い
る
住
宅　
※
賃
貸
住
宅
を
除
く

店
舗
等
併
用
住
宅
の
場
合
、
床
面
積
の
２

分
の
１
以
上
が
居
住
用
の
住
宅

マ
ン
シ
ョ
ン
の
大
規
模
改
修

次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
新
築
さ

れ
た
日
か
ら
20
年
以
上
経
過
し
た
10
戸
以

上
の
マ
ン
シ
ョン
で
、
過
去
に
長
寿
命
化
工
事

（
外
壁
塗
装
等
工
事
や
床
防
水
工
事
、
屋

根
防
水
工
事
）を
行
って
い
る
も
の

①�

都
道
県
知
事
な
ど
の
認
定
を
受
け
た
管

理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
認
定

を
受
け
る
際
に
認
定
基
準
に
適
合
さ
せ
る

た
め
に
修
繕
積
立
金
の
引
上
げ
を
行
っ
た

も
の

②�

都
道
府
県
等
か
ら
の
助
言
・
指
導
を
受

け
、
大
規
模
修
繕
工
事
が
可
能
な
水
準

ま
で
長
期
修
繕
計
画
を
適
切
に
見
直
し
、

修
繕
積
立
金
の
積
立
て
や
額
の
引
上
げ

を
行
っ
た
も
の

申
請
方
法

　
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
、
領
収
書
や
改

修
工
事
前
後
の
写
真
な
ど
を
添
付
し
て
申

請
く
だ
さ
い
。

※�

内
容
に
よ
り
添
付
書
類
が
異
な
り
、
３

月
31
日
以
前
改
修
分
は
要
件
も
異
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
の
上
、
必
ず
着

工
前
に
連
絡
く
だ
さ
い

固
定
資
産
税
の
減
額
制
度

ご
存
知
で
す
か

物
価
高
へ
の
対
応
の
観
点
か
ら
、
給
与
所
得
控
除
の
引
き
上
げ
な
ど
が
行
わ
れ
、
令
和

８
年
分
以
後
の
所
得
税
や
令
和
９
年
度
以
後
の
住
民
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

今
回
は
、
主
な
改
正
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　
市
民
税
課　
☎
23
－
２
１
２
３

市
民
税・県
民
税（
住
民
税
）の

主
な
税
制
改
正
内
容

最
低
保
障
額
が
、
74
万
円（
現
行
65
万

円
）に
引
き
上
げ
。

※�

引
き
上
げ
額
の
う
ち
、
５
万
円
は
２
年

間
の
時
限
措
置

令
和
10
年
度
分
以
後
の
個
人
住
民
税
に

つ
い
て
、
33
万
円（
現
行
30
万
円
）
に
引

き
上
げ
。

◉
配
偶
者
控
除
・
扶
養
控
除

同
一
生
計
配
偶
者
・
扶
養
親
族
の
合
計

所
得
金
額
要
件
が
、
62
万
円（
現
行
58
万

円
）以
下
に
引
き
上
げ
。

◉
ひ
と
り
親
控
除

ひ
と
り
親
が
生
計
を
一
に
す
る
子
ど
も

の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
が
、
62
万
円

（
現
行
58
万
円
）以
下
に
引
き
上
げ
。

◉
勤
労
学
生
控
除

勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
が
89
万
円

（
現
行
85
万
円
）以
下
に
引
き
上
げ
。

　

令
和
12
年
末
ま
で

に
入
居
し
た
人
を
対

象
に
、
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
適
用
期
限
が
５

年
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
10
年
度
分
以
後
の
個
人
住
民
税
に

つ
い
て
、特
例
控
除
額
の
控
除
限
度
額
が
、

現
行
の
個
人
住
民
税
所
得
割
額
の
２
割
か

ら
、
同
２
割
と
１
９
３
万
円（
給
与
収
入

１
億
円
相
当
）
と
の
い
ず
れ
か
低
い
金
額

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※�

詳
し
い
改
正
内
容
は
、

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
く
だ
さ
い　
　

　

給
与
所
得
控
除
に
つ
い
て

ひ
と
り
親
控
除
に
つ
い
て

所
得
控
除
の
要
件
も
変
わ
り
ま
す

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
期
限
が
延

長
さ
れ
ま
す

ふ
る
さ
と
納
税
の
特
例
控
除
限
度
額

が
変
わ
り
ま
す

都
城
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

◉
相
談
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す

書
類
や
事
実
関
係
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
な
ど
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
る
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
や
タ
ッ
ク
ス
ア

ン
サ
ー
、
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
で
解
決
が

困
難
な
内
容
は
、
面
接
に

て
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。 

都
城
税
務
署　
☎
22
－
４
３
７
７

※
音
声
案
内
で「
２
」を
選
択
く
だ
さ
い 

◉
自
宅
で
完
結
！
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

国
税
庁
で
は
、
利
便
性
向
上
の
た
め
自

宅
で
完
結
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
を

推
進
し
て
い
ま
す
。
振
替
納
税
や
ダ
イ
レ

ク
ト
納
付
な
ど
、
窓
口
に
行
か
ず
に
納
税

で
き
る
方
法
を
ぜ
ひ
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ

さ
い

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　
　

☎
０
５
７
０
－
00
－
５
９
０
１

�
８
時
30
分
～
17
時　
※
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
に
関

す
る
重
要
な
お
知
ら
せ

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
や
給
与
支
払

報
告
書
、
法
定
調
書
合
計
表
は
、
令
和
８

年
分
以
降
、
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ
郵
送
す

る
年
末
調
整
関
係
書
類
に
同
封
せ
ず
、
市

町
村
・
税
務
署
窓
口
へ
の
用
紙
設
置
も
行

い
ま
せ
ん
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
令
和
９
年
１
月
以
降
、
給
与
支

払
報
告
書
を
市
町
村
へ
提
出
し
た
場
合
、

源
泉
徴
収
票
を
税
務
署
へ
提
出
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
源
泉
徴
収
票
の
税

務
署
へ
の
提
出
は
不
要
で
す
。

事業者

給報

源泉

税務署

源泉

市区町村

給報
データ連携データ連携

提出不用

光ディスク
書類等

※手書き用の用紙が必要な場合は国税庁ホームページから取得できます

×

eLTAX

教えて！

◉
押
印
が
必
要
な
主
な
手
続
き

給与支払報告書を市へ提出した場合
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